令和８年度福岡県介護福祉士養成施設教育充実費実施要領（案）

この要領は、福岡県介護福祉士養成施設教育充実費交付要綱に定めるほか、本事業の実施に当たり必要な事項について定める。

１　事業概要
（１）実施主体要件
①対象事業者
介護福祉士養成施設（福岡県内で１校）
     ②国および本県からの要請に応じられること
      　本事業について、国が採択した民間事業者による課題分析や評価、効果測定等の支援や、事業の実施に対しての伴走支援等を行うことを想定している。国の採択した民間事業者が支援等を行うにあたり、必要な協力を行うこと。
　　　　また、本事業期間中及び終了後において、モデル事例の普及促進、施策検討等のため、国及び本県より実施状況等の報告を求められた場合は適宜対応すること。
（２）補助対象事業
・ICT活用支援
1  モデル構築の検討・実施体制の構築
介護福祉士養成施設、介護実習施設、ICT 機器を提供する企業等が、本事業を実施するうえで関係者と連携して、モデル構築の仕組みの検討・計画・事業実施・評価等を行う体制を構築すること。
2 モデル実施
ア 介護現場で利用されているICT 機器の導入や周辺機器の整備を行い、介護現場に即した技能を修得した介護福祉士の養成を行う。
イ 導入したICT 機器を活用した教育内容の展開と、ICT 機器を活用した教育活動（ 出席や提出物のクラウド上管理、電子黒板の活用等） により、教育の質の向上を図る。
ウ 介護福祉士養成施設においてICT 機器を導入するだけでなく、実際の介護現場でのICT 機器の使用方法や活用事例が教育内容に生かされるよう、介護実習施設や企業等と連携した取り組みを行うことが望ましい。

上記の支援イメージはあくまでも一例であり、地域の実情、事業計画等に応じて、創意工夫の上、効果があると考えられる取組を変更することは可能。
（３）補助対象期間
　　　福岡県介護福祉士養成施設教育充実費補助金（以下「補助金」という。）の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の４月１日から２月２８日までとする。
（４）補助に係る留意点
 採択予定数：１校
       予算の範囲内で採択する。
　　　　選定に当たっては、高齢者地域包括ケア推進課において、応募要件に該当する旨を確認した後、福岡県に設置する本事業に関する選定委員会が「福岡県介護福祉士養成施設教育充実費補助金」事業者選定要領の審査基準に基づき、申請書等の審査を行い、選定する。
（５）実績報告
　　  ・支払い（口座振替等）が令和９年２月２８日までに完了していない経費については、
「補助対象外」となる。（３月１日以降の支払いは不可）。
・その他、添付書類には本事業による導入効果等の書類を添付すること。

